
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　被告人Ａに対する原判決及び第一審判決中同被告人に関する部分を破棄

する。

　　　　　同被告人を懲役六月に処する。

　　　　　但し、同被告人に対し、二年間右懲役刑の執行を猶予する。

　　　　　第一審における訴訟費用中証人Ｂ、同Ｃ、同Ｄ、同Ｅ、及び同Ｆに支給

した分は被告人Ａ、当審相被告人Ｇ、第一審相被告人Ｈ及び同Ｉの連帯負担とし、

証人Ｊ及び同Ｋに支給した分は被告人Ａ及び第一審相被告人Ｌの連帯負担とする。

　　　　　被告人Ａに対する本件公訴事実中第一審判決第五及び第七の各食糧管理

法違反の事実について同被告人を免訴する。

　　　　　被告人Ｇに対し本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人両名弁護人名川保男、同岩村辰次郎、同岩村隆弘の上告趣意は末尾添附の

別紙記載のとおりである。

　同第一点について。

　しかし、所論憲法違反の主張は原審において控訴趣意として主張せられず、原審

の判断を受けていない事項を主張するものであるから、適法な上告理由に当らない。

なお、被告人Ｇに対する本件銃砲等所持禁止令違反の公訴事実（第一審判決第四の

事実）は、同被告人が昭和二四年四月上旬頃から同年一一月九日迄の間呉市ａ町字

ｂ、Ｍ産業株式会社水飴工場倉庫内において刃渡り約三五糎の日本刀及び刃渡り約

六七糎の日本刀各一振を所持していたというのであるが、当裁判所が職権を以つて

調査すると、これより先同被告人は昭和二四年四月三日呉市ａ町ｃ、ｃ青年会館附

近で日本刀二振）刃渡り約一尺八寸のもの一振、刃渡り約一尺三寸のもの一振）を

所持していたという事実について、銃砲等所持禁止令違反事件として公訴の提起を
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受け、昭和二四年四月二七日広島地方裁判所呉支部は、右公訴事実を認定し、同被

告人に対し、懲役三月（但し、二年間執行猶予）に処する旨の判決を言渡し、同被

告人は右判決に対し控訴を申立てたが、同年一一月一二日広島高等裁判所は右控訴

を棄却する旨の判決を言渡し、之に対する上告の申立なくここに右第一審判決は確

定するに至つたものである。そこで、所論の如く昭和二四年四月上旬頃から同年一

一月九日迄の間の本件日本刀二振の継続的所持の状態がその一部分において、先に

確定判決を受けた昭和二四年四月三日における日本刀二振の所持と相い重複し前者

の所持の中に後者の所持が含まれているかどうか、換言すれば両事実の間に公訴事

実乃至訴因の同一性があるかどうかについて審究すると、本件日本刀二振中短刀は

刃渡り約三五糎即ち約一尺五寸長刀は刃渡り約六七糎即ち約二尺二寸一分であるが、

確定判決における日本刀二振は前示の如く短刀は刃渡り約一尺三寸、長刀は刃渡り

約一尺八寸であつて、いずれもその長さにおいて相当の差異があるばかりでなく、

本件における第一審公判廷において、確定判決における日本刀二振の所持の事実に

関する被告人の司法警察員に対する供述調書各一通について適法な証拠調が施行さ

れた直後、被告人は裁判官の質問に対し、「その刀は海に捨てました。発見される

までに海に捨てました。」と供述し、次いで裁判官が、その刀は本件で現在押収さ

れている刀とは別の物かと重ねて念を押して質問したのに対し、「別のものです。」

と明確に供述しており、更に、確定判決における日本刀二振の所持は、昭和二四年

四月三日被告人の友人Ｎ某がｃ青年会館附近において隣村の青年と喧嘩し、日本刀

で斬られたとの通報を受けるや、被告人において日本刀二振を携帯して、右青年会

館に赴いた時の所持が審判の対象となつたものであるのに反し、本件日本刀二振の

所持は、長期に亘りＭ産業株式会社水飴工場倉庫内に隠匿していた所持が審判の対

象となつているものであるから、以上二つの事実の間に、所論の如き公訴事実の同

一性を認めることができない。従つてまた訴因の同一性も認められないといわなけ
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ればならない。されば、被告人Ｇに対する先の銃砲等所持禁止令違反被告事件の確

定判決の既判力が同被告人に対する本件銃砲等所持禁止令違反の公訴事実に及ぶと

いう論旨はその理由がないといわなければならない。

　同第二点（追加上告趣意を含む）について。

　しかし、所論は刑訴四一一条一号乃至三号所定の事由を主張するものであるから、

上告適法の理由とならない。

　同第三点について。

　しかし、所論判例違反の主張は、原審において控訴趣意として主張せられず原審

の判断を受けていない事項を主張するものであるから、適法な上告理由に当らない。

なお、所論は本件被告人等の暴行脅迫の所為は、不法監禁罪の手段としてなされた

ものであるから、暴行脅迫罪は当然に不法監禁罪に吸収せられ、不法監禁の一罪の

みが成立すべきものであつて、不法監禁罪の他に更に暴行脅迫罪の成立する余地が

ない旨主張するのであるが、第一審判決の摘示事実及びその挙示する証拠に拠れば、

被告人等の所論暴行脅迫の行為は偶々Ｏの監禁中又はＯ及びＰの監禁中に行われた

ものではあるけれども、右各行為は、Ｏ、Ｐ等の逃亡を防ぐ手段としてなされた如

き不法監禁の状態を維持存続させるために行われたものではないのであつて、右両

名の被告人等に対してなした詐欺的欺瞞的言動に憤慨、憤激の余り、行われたもの

であることが認められるから、たとい、被告人等の暴行脅迫の行為が不法監禁の機

会になされたからといつて、所論の如く、不法監禁のために、その手段としてなさ

れたものということはできない。論旨摘録の大審院判例は、不法監禁自体の手段と

してなされた脅迫は不法監禁罪に包摂せられ、別に脅迫罪を構成しないという趣旨

の判例であるから、本件に適切でなく、従つて、本件第一審判決並びに之を支持し

た原判決には、所論の如き判例違反の点は存しない。

　なお、被告人Ｇに対する本件被告事件については、刑訴四一一条を適用すべきも
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のとは認められない。

　よつて、同被告人に対しては、同四一四条三九六条により本件上告を棄却する。

　さて被告人Ａに対する本件被告事件について、更に職権を以つて、調査すると、

同被告人に対する本件公訴事実中主文第五項記載の事実については、原判決後昭和

二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条八六号により大赦があつたので、刑訴

四一一条五号により同被告人に対する原判決及び第一審判決中同被告人に関する部

分を破棄し、同四一三条但書により自ら判決をすることとし、同四一四条、三三七

条三号に則り、主文第五項記載のとおり右事実について同被告人に対し免訴の言渡

をする。そして、その余の事実を法律に照らすと、被告人Ａの判示第一の不法監禁

の所為は刑法二二〇条一項六〇条に、判示第二の（一）暴行の所為は同法二〇八条、

罰金等臨時措置法三条一項に、判示第二の（二）の脅迫の所為は暴力行為等処罰に

関する法律一条一項、刑法二二二条、罰金等臨時措置法三条一項に各該当するとこ

ろ、判示第二の（一）及び（二）の各所為に対しては、その所定刑中懲役刑を選択

し、右各所為と判示第一の所為とは刑法五四条一項前段の関係が存するので、所定

刑中最も重い不法監禁罪の刑を以つて処断すべく、その刑期範囲内で同被告人を懲

役六月に処し、但し、情状刑の執行を猶予するのを相当と認め、同二五条を適用し、

本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し訴訟費用について、刑訴一八一条に

則り主文第四項記載のとおり負担させることとする。

　よつて、主文の通り判決する。

　右は裁判官全員一致の意見によるものである。

　検察官　浜田龍信出席

　　昭和二八年一一月二七日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　霜　　　山　　　精　　　一
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　栗　　　山　　　　　　　茂

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　谷　　　村　　　唯　一　郎
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